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Ⅰ　集中改革プランの進ちょく状況について

取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況

１　簡素で効率的な行財政運営の推進

(1) 健全財政の推進

① 市単独補助金の見直し ◎34件の補助金について廃止・見直しを行った。

■ 　・廃止(7件)・見直し(27件)

※H18年度市単独補助金の 　　　→削減額59,576千円［達成率28.0％］

  当初予算額 1,417,070千円 ＜見直した主な補助金＞

    ×15％＝212,560千円 　・自治会補助金

　・イベント(まつり)補助金

　・生産調整関係補助金　

　・小中学校宿泊学習補助金(廃止)　等

② 受益者負担の適正化の推進 ◎体育施設使用料及び減免の取扱いを平準化した。

◎学校開放施設における体育館使用料の新設と夜間

　照明料の統一を図った。

　・体育館　３００円／回

◎健康診査費用の受診者負担金を見直した。

③ 公共工事の適正化の推進 ◎一般競争入札及び低入札価格制度の試行に向けて

　の検討を行った。(*平成19年4月から試行)

既存の補助金について、
今日の社会情勢及びその交
付目的や効果について再点
検し、廃止、減額及び終期
設定等の見直しを行う。

■ 複数担当課にまたがって
いる土木等工事関係情報を
共有化し、一括発注等の推
進により経費の縮減を図
る。

受益と負担のバランスの点
検を行うことで、使用料、手
数料及び負担金等の受益者負
担について、減免の在り方も
含め見直しを行う。

公共工事連絡調整会議(仮
称)を設置し、推進する。

期間内に、補助金総額の
15％以上について削減する。

具体的目標



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

④ 広報等への広告の有効活用 ◎平成19年度より市広報紙等への広告掲載及び市ホーム

■ 　ページにバナー広告を掲載

　※広告料年間収入見込額1,000千円

　◇バナー広告とは

　　Webサイトのページ内に表示される旗(Banner)型

　　(=長方形)の形状を基本とする広告スペースで、

　　クリックによって、広告主の指定するサイトや

　　ページにリンクされる。

⑤ 未利用財産について ◎不動産について、庁内組織において、調査・検討を行

　った。

◎不要となった公用車（バス）について売却を行った。

◎その他の動産については、その活用方法について検討

　を行った。

*平成19年度は、各庁舎に展示・保管してある美術品の

 展覧会を開催し、広く市民に鑑賞の機会を設ける。

(2) 事務事業の整理合理化 ◎17課が所管する21事業（6.4％）について、見直し

■ 　を行った。［達成率：32.0％］

　①廃止した事業・・・・・・・・８事業

　②休止した事業・・・・・・・・該当なし

※ H18年度一般会計事業数 　③統合した事業・・・・・・・・５事業
①廃止が適当ではないか →326事業(給与費等除く） 　④縮小簡素化した事業・・・・・７事業
②休止が適当ではないか 326事業×20％＝65事業 　⑤新たに民間委託した事業・・・該当なし
③統合が必要ではないか 　⑥受益者負担を見直した事業・・１事業
④縮小簡素化が必要ではないか

市広報、ホームページを
はじめ、各種印刷物、各種
事業等において広告掲載を
推進し、収入の確保に努め
る。

■ 未利用財産について不動
産、動産を問わず売却等の
処分も含め、その活用を積
極的に進める。

すべての施策・事業につい
て、次の視点から行政評価等
の手法も活用し、積極的な見
直しを図る。

期間内に、100％の施策・
事業を見直し、事務事業数の
20％以上について成果を上げ
る。

広告活用連絡調整会議(仮
称)を組織し、推進する。

19年度前半までに、未利用
財産の活用について方向性を
定め、計画的に有効活用を進
める。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

⑤民間委託が適当ではないか ＜見直した主な事業＞
⑥応分の負担が必要ではないか 　・指定金融機関派出窓口の廃止(大門庁舎)

　・入浴利用券交付事業の廃止

　・観察センター、資料館の建設中止　等

(3) 公共施設の統廃合の推進

① ① ◎新庁舎の建設について、庁内組織で調査・検討を行

　い、報告書としてまとめた。

② ② ※未着手

③ ※未着手

(4) 民間活力の導入

① ① ◎下村デイサービスセンターを社会福祉協議会へ移管

◎海老江海浜公園の管理を地元に委託

② ② ※ＡＬＴ（英語指導助手）の派遣を平成19年8月から

　民間委託に移行予定

その他、公共施設の統廃合
については、必要に応じ適宜
進める。

合併効果等を生かし、公共
施設の統廃合を推進する。

庁舎の統合をはじめ、公共
施設について統廃合に努め
る。

民間委託がより効率的な施
設管理業務については、積極
的にその導入を進める。

窓口業務及び定型的な
業務について導入を進め
る。

■

期間内に、新庁舎の計
画を見定め、公共施設の
統廃合に着手する。

期間内に、小・中学校
の統廃合及び通学区域の
見直しに着手する。

小学校及び中学校について
は、適正規模を踏まえて、統
廃合及び通学区域の見直しの
検討を進める。

環境衛生施設をはじ
め、市内すべて100％の公
共施設で導入を検討、推
進する。

民間委託がより効率的な業
務については、積極的にその
導入を進める。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

③ ③ ◎平成18年度民営化保育園

　・海老江保育園

　・作道保育園

◎平成19年度民営化保育園

　・小杉東部保育園

(5) 指定管理者制度の有効活用

■ ◎平成18年9月1日移行施設数　           　12施設

　・レクリエーション・スポーツ施設　　　　4施設

　・産業振興施設　　　 　　　　　　　　 　1施設

　・文教施設         　　　　           　6施設

　・医療・社会福祉施設 　　　           　1施設

◎平成19年4月1日移行施設数　　           13施設

　・レクリエーション・スポーツ施設　　　 11施設

　・産業振興施設　　　 　　           　　1施設

　・文教施設         　　　　　           1施設

公共施設の統廃合を見定
め、指定管理者による管理運
営がより効率的であると考え
られる施設については、指定
管理者制度への移行を積極的
に推進していく。なお、複数
施設を一括管理することで、
制度のより有効な運用にも努
めるものとする。

次の施設について、移行を
推進する。

保育園については、18
年度2園、19年度1園（予
定）を民営化している
が、期間内に、さらに2園
の民営化を目標とする。
児童館については、民営
化保育園と一括して運営
可能なものについて民営
化を進める。幼稚園につ
いても、ニーズを見極め
民営化を検討する。

保育園、幼稚園及び児童館
については、ますます多様
化、高度化する子育て支援
ニーズを踏まえ、民営化を検
討する。

① 図書館(5)

② 中央公民館

③ 働く婦人の家

④ 小杉勤労青少年ホーム

⑤ 大門総合会館

⑥ 新湊博物館

⑦ 陶房匠の里

⑧ 小杉展示館

⑨ 竹内源造記念館

⑩ 大門農村環境改善センター

⑪ 大門コミュニティセントー

⑫ 大島農村環境改善センター

⑬ 小杉ふれあいセンター

⑭ ケーブルテレビ

⑮ 各地区公民館(27)

小計　45施設

⑯　その他、指定管理が適当と

考えられる施設



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

(6) 公営企業の経営健全化

① 上下水道事業会計 ① ◎水道事業計画の見直しを行った。

■ 　・幹線水道管の口径を必要最低限にすることによる

　　工事費の縮減

② 市民病院事業会計 ② ◎経営改善策として病床数の見直しを行った。

■ 　・許可病床数を200床から199床に変更した。

　　※増収見込額　約35,800千円

◎看護体制の充実を図った。

　・入院患者13人に対して看護職員1人から、10人に対

　　して1人の看護体制に変更した。

    ※増収見込額　約56,000千円

市民サービスの向上を
効率的に行う取組を進め
ていく。

期間内に、下水道事業
について公営企業会計処
理を行う。下水道災害対
策セキュリティシステム
の統一を進める。

公営企業会計処理を下水道
事業においても実施すること
で、重複業務の軽減を図る。
また、今後の水需要を見直
し、幹線水道管の口径を必要
最低限にして工事費の縮減を
図る。なお、下水道事業にお
いて、災害対策の効率化を進
める。

市民病院企業会計において
は、民間委託等が可能なもの
については、その導入を積極
的に推進する。また、サービ
スの向上を進め、経営改善を
図る。

・　待ち時間短縮システム

　の拡充を図る。

・　病床数を見直し、増収

　を図る。(200を199へ)

・　看護体制の充実を図る。

　(13:1を7:1へ)を期間内目

　標とする



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

２　市民サービスの効率化等

(1) 手続の簡素化等による市民負担 　速やかに進める。 ◎3課が所管する6事業について見直しを行った。

の軽減 ＜見直した主な事業＞

■ 　・生活保護業務の電算化

　・特別障害者手当事務の電算化

　・歩車道境界ブロック除去等の許可期間の短縮　等

　　※許可期間　21日間→14日間

(2) 電子市役所等サービスの拡充及

び人にやさしい行政の推進

① ① ◎5課が所管する5事業について見直し・検討を行った。

＜見直した主な事業＞

　・コミュニティバスのホームページ作成

　・図書館のシステム統合　等

＜検討を行った事業＞

　・コンビニ収納（平成20年度実施を目標）

◎電子申請、電子入札等については、実施に向けて検討

　を行った。

② ② ◎市共通封筒を視覚障害者対応用として穴付に変更した。

期間内に、電子申請、
電子入札等についての導
入スケジュールを明確化
する。

広報等の市情報を高齢
者や障害者にも分かりや
すく伝える仕組みづくり
を進める。また、市内公
共施設等についてユニ
バーサルデザイン化を進
める。

ＩＣＴ社会に対応した行政
サービスを推進し、市民の利
便性の向上、事務合理化を推
進する。

市民負担の軽減並びに業務
合理化の観点から、書式の簡
略化、情報の共有、許認可期
間の短縮等を推進する。

高齢者や障害者にやさし
い、行政サービスを推進す
る。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

(3) 環境に配慮した行政運営の推進 ◎地球温暖化防止/射水市役所実行計画の策定に向けての

■ 　検討を行った。

３　人事・給与の適正化及び組織の活性化

(1) 人事管理及び定員の適正化

■ ◎退職者の補充を抑え、職員数を削減した。

  ・消防、病院を除く職員数

　  H18. 4.1　876人

　  H19. 4.1　849人(前年度比△3.1%,△27人)

    　 ［達成率：29.3％(=3.1％/10.5％］

環境に配慮した行政運営に
ついて積極的に取り組む。

公共施設において、原則と
して冷房は28度、暖房は20度
を厳守する。19年度に、「地
球温暖化防止射水市役所実行
計画」を策定し、18年度エネ
ルギー消費量を基準にして期
間内に6％以上削減する。ま
た、射水市地球温暖化対策推
進市民会議と連携し、市民一
丸となった対策を推進する。

18年度から22年度までに
7.3％（87人相当）以上を減
員する。ただし、市民病院及
び消防については現員を維持
することとしており、それら
を除く職員では10.5％以上の
減員を目標とする。

集中改革プランの施策を着
実に実施することで定員の適
正化を推進する。その実現の
ため、職員の退職補充につい
ては、計画的な採用を行って
いく。

地球温暖化防止の観点から
のクールビズ、ウォームビズ
等の推進、また、省エネル
ギー、経費節約の観点からも
積極的に取り入れ、環境に配
慮した行政運営を推進する。
また、環境新時代に対応した
取組として、太陽光エネル
ギーの活用の研究を進めると
ともに、ハイブリッドカーの
積極導入等、地球にやさしい
行政運営にも取り組む。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

(2) 給与等の適正化及び市民に対す

る公表

① ① ◎人事院勧告に基づき、給料水準を見直し、給料カー
　ブのフラット化を図った。
　（全体として給料を平均4.8％引下げ）
◎人事院勧告に基づき、管理職手当について、定率制
　から定額制へ改正を行った。

② ② ◎職員の任免、給与、勤務条件等について、市広報や
　市ホームページ上で公表した。

(3) 組織の見直し
■ ◎市民の利便性を高めるため、簡素で効率的な組織の

　確立に努めた。
　・7課5係の減、3班の増

(4) 多様な雇用形態の活用

■

給与等について分かり
やすく公表を行う。

給与全体の適正化を進
める。

定年退職者等の再任用や任
期付職員の活用も検討しなが
ら、多様化する行政需要に弾
力的で効率的な行政組織とな
るよう進める。

多様な雇用形態を有効に活
用し、弾力的で効率的な行政
組織となるよう進める。

給与等については、市民の
理解が得られるよう、市広
報、市ホームページにより分
かりやすい形で公表する。

新庁舎の進ちょくを見定
め、常に簡素で合理的な組織
機構としていくよう段階的に
進めるとともに、内部の連携
の充実を図る。

人事院勧告を基本としつつ
も、常に県や県内他都市との
均衡を図り、給与全体の適正
化を行う。

職員減員の中で、市民の多
様なニーズに速やかに対応し
ていくため、弾力的かつ簡素
で合理的な組織機構の構築を
推進する。

    （ 単位：人 ）

嘱託 臨時職員 嘱託 臨時職員 嘱託 臨時職員

市 長 公 室 1 1

企 画 総 務 部 1 1

市 民 環 境 部 1 10 2 9 1 -1

福 祉 保 健 部 12 195 7 204 -5 9

産 業 経 済 部 2 5 2 3 -2

都 市 整 備 部

上 下 水 道 部 7 7 1 1

出 納 事 務 局

市 民 病 院 6 54 6 59 5

教 育 委 員 会 事 務局 19 154 18 155 -1 1

選挙管理委員事務局

監 査 委 員 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務局

消 防 本 部

総 計 48 419 43 432 -5 13

平成18年4月 平成19年4月 増減数



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

　◇嘱託職員

　　委嘱された特定の事務に従事する職員。また、技

　　術・技能を生かした職務に従事する職員をいう。

　◇臨時職員

　　臨時的な事務に従事する職員をいう。

(5) 公正かつ客観的な人事評価シス

テムの構築

■ ◎管理職を対象に3箇月間の試行を実施した。

　＊平成19年度は、管理職を対象に試行を継続し、その結果を

　踏まえ、その他の職員も含めた試行を予定。

(6) 職員の意識改革と人材育成の推

進

■

① ① ◎各種専門機関や市町村職員研修機構等への派遣を行

　った。

市民に信頼される職員を育
成するため、意識改革、能力
開発を重点として、次のとお
り研修を強化する。

18年度に管理職を対象に、
19年度に一般職を対象に試行
することとしており、20年度
に本格運用を図る。

職員の意識改革を進め
るための職員研修を積極
的に進める。

全職員を対象に厳しい自治
体経営への認識喚起等、意識
改革等について研修を実施す
る。

公正かつ客観的な人事評価
システムを構築し、能力･実績
を積極的に人事に反映し、職
場の活性化を図る。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

② ② ◎職員の政策形成能力を向上させるため、各研修機関

　への職員派遣に努めた。

③ ③ ◎平成19年度からの実施に向けて検討を行った。

　（＊平成19年5月から実施）

(7) 外郭団体の組織・経営の見直し

■

① ① ◎公益法人等と協議により、段階的に市派遣職員数の

　見直しを行うこととした。

　　H18.4.1　21人

　　H19.4.1　14人　(7人減)

② ② ◎類似する４団体が統合した。

　・(財) 新湊中央文化会館、(財)小杉芸術文化協会

　　→(財)射水市文化振興財団

　・(社)新湊観光協会、小杉観光協会

　　→(社)射水市観光協会

期間内に、市派遣職員
については、原則廃止す
る。

期間内に、団体の統廃
合について指導、助言を
行う。

職員の政策立案能力開
発を進めるため、職員提
案制度を定め、活用して
いく。

地方分権時代に対応す
る能力を持つ職員を育成
していくための研修を推
進していく。

市が出資等をしている外郭
団体については、団体の自立
促進のため、原則として、市
職員を派遣しない。

地方分権時代に対応してい
くため、意欲ある職員を対象
とした高度な政策形成能力研
修及び法務能力研修を実施す
る。

職員能力開発等を推進する
ため、職員提案制度を推進す
る。

外郭団体の在り方につい
て、次のとおり見直しを行
う。

市内にある類似外郭団体に
統廃合について指導、助言す
る。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

③ ③ ◎出資法人等に情報公開規程の整備を促した。

４　説明責任・情報公開及び透明性の向上

(1) 審議会等会議の公開 ◎会議内容を公開している主な審議会等

■ 　・地域審議会（5地区)

　・総合計画審議会

　・行財政改革推進会議

　・新湊みなとまちづくり戦略会議　等

(2) 苦情等への責任ある対応 ◎苦情等に対しては、迅速かつ適切な対応が図れるよ

■ 　う、関連する課において連絡体制を整えた。

(3) 行政の説明責任

■ ◎各種行政情報について、広報やケーブルテレビ、ホ

　ームページを活用し、市民への周知を図った。

情報公開し、説明責任
が果たされるよう指導、
助言する。

審議会等の内容を公開し、
行政の透明性を高めていく。

責任ある対応を果たしてい
くよう進めていく。

行政運営状況について、市
民に理解されるよう、説明責
任を果たしていく。

財務諸表や給与等をはじ
め、行政情報全般について、
市広報、ホームページ、ケー
ブルテレビ等を活用し、広く
市民に説明していく。

市政に対する苦情につい
て、特に必要があると認める
場合には、中立的な立場から
調査し、その結果について
は、本人に通知することとす
る。

行政の透明性を高めるた
め、審議会等の開催内容につ
いて、ホームページ等を活用
し、原則、すべて公開する。

人事管理や財務諸表等、経
営情報の情報公開について指
導、助言する。



取組及び具体的施策 平成18年度の取組結果及び現在の状況具体的目標

(4) 監査機能の充実 ◎外部監査制度の導入について検討を行った。

■

５　市民と行政の協働で築く地域社会の創造

(1) 市民と行政の相互連携の強化

■ ※平成19年度から市民協働課が中心となって取組を推進

　する。

(2) 市民活動の支援による協働の推

進

■ ※平成19年度から市民協働課と企画政策課が中心となっ

　て取組を推進する。

Ⅱ　集中改革プランの内容変更

  平成18年度においては、国・県の大幅な制度変更や本市の政策決定による集中改革プランの内容変更はありません。

市民協働を推進していくた
め、ＮＰＯ、ボランティア団
体等との連携を深めるととも
に、活動等についても育成、
支援する。

すべての地域活動事業につ
いて、市民参画、市民協働に
よる自発的な取組となるよう
進める。

監査機能を充実させるた
め、内部監査の充実を図ると
ともに、外部監査の導入につ
いて検討を深める。

行政とＮＰＯやボランティ
ア団体等の市民活動団体との
相互情報交換ネットワークを
構築するとともに、ＮＰＯや
ボランティア団体等の設立及
び活動について育成、支援を
進める。

自らの地域を自主的に運営
する機運を高める取組を推進
し、計画づくりは市民参画、
実施は市民協働を基本とし、
市民と行政の相互連携の強化
を図る。

監査機能の充実について検
討する。


